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➢   本スケジュールは現段階での見込みであり、今後事業進捗とともに具体化していく。
➢   事業主体の設立作業と並行して共同処理の枠組みについて検討を行い、広域化基本構想を策定する。

事業主体（一部事務組合）設立までのスケジュール（案） 資料２
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例規整備業務

備品購入（OA機器・什器等）

組合事務室整備

財務会計・人事給与等システム整備

組
合
設
立
・
共
同
事
業
の
開
始

【協議会議題】

・事業主体

・設立スケジュール

【協議会議題】

・組合設立申請

・事務の引継ぎ

【協議会議題】

・費用負担割合

・共同処理事務

・財産の取扱い

【協議会議題】

・組合組織の概要

・組合規約案

・協定書案

・12月補正予算（和光市）　　　　　  ・３月補正予算（朝霞市）

   ※ 債務負担行為　　　　　　　　　　　 ※債務負担行為　　　
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【組合議会】

・条例制定

・予算

・監査委員選任等

事実上の協議

（朝霞市・和光市）
法定上の協議

（朝霞市・和光市）
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 標準処理期間

２２日間

　設計

　工事

契約主体　協議会 ⇒ 組合へ切替

　　　　（和光市）

（協議事項）

・組合の名称

・予算

・定員規模、人事配置、勤務条件等

・条例・規則等

・組合議会

・共同処理事務の範囲

・指定金融機関　等

　※　事実上の協議と並行して

　　　許可権者である埼玉県と調整を行う。

既存組合編入協議

（朝霞地区一部事務組合）

【協議会議題】

・組合規約案

・協定書案
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【全員協議会】

・事業主体のあり方

　＜両市＞

【市議会】

・補正予算

（例規整備業務）

　＜和光市＞

【市議会】

・補正予算

 （県交付金）

 （負担金）

・当初予算

　＜両市＞

【全員協議会】

・協定書（案）

　＜両市＞

【市議会】

・組合設立議案

　＜両市＞

【市議会】

・補正予算

 （負担金）

　＜両市＞
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・財務、人事、法規
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【市議会】

・補正予算

（県交付金）

  ＜和光市＞
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　令和１０年度の稼

働開始を目指すため、

令和３年度から「施

設整備基本計画」の

策定に着手する必要

がある。

　令和２年１０月ま

でに事業主体を設立

し、交付金の手続き

を行うことが必要と

なる。

　組合事務所の設置場所につい

ては、当面の間、和光市役所内

に置く方向で検討していく。

【ポイント】

【ポイント】


